
 

世田谷区におけるカーボンニュートラル実現に向けた連携協定 

 

世田谷区（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、

世田谷区における２０５０年カーボンニュートラルの実現のため、次のとおり連携協定

（以下「本協定」 という。）を締結する。 

 

（目的）  

第１条 本協定は、甲乙が環境・エネルギーの分野において、緊密な連携・協力のもと、

乙が有するＩＣＴの知見及び資源等を活用し、カーボンニュートラルの実現（脱炭素社

会の実現に向けたまちづくり、及び持続可能な社会構築の推進）に向けた取組を推進す

ることで、地域の課題解決と魅力向上に資することを目的とする。 

 

（連携事項）  

第２条 甲乙は前条の目的を達成するため、次の事項について連携・協力する。 

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた取組に関する事項 

（２）ＩＣＴを活用した脱炭素化の取組に関する事項 

（３）脱炭素化の取組みを契機とした地域の課題解決、魅力向上の取組に関する事項 

（４）前各号に掲げるもののほか、カーボンニュートラルの実現に関して必要とされる事

項 

２ 甲乙は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、必要に応じて協議を行うも

のとする。また、これらの具体的な実施に係る事項については、甲乙が合意の上、決定

する。 

３ 本条に定める事項のうち、甲乙が協議し、合意の上決定した事項については、甲乙の

関係会社が連携・協力することができるものとする。 

４ 本条に定める事項の実施において、費用が生じる場合は、甲乙が協議の上、支払いに

ついて決定する。 

 

（確認事項） 

第３条 甲乙は、本協定の締結が、甲が乙以外の者と連携し協力すること、及び乙が甲以

外の者と連携し協力すること、甲及び乙以外の者と連携、協力することを妨げるもので

はないことを確認する。 

２ 甲乙は、第２条に定める連携事項の結果についてなんら保証するものではないこと

を確認する。 

 

（守秘義務） 

第４条 甲乙は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本協定を通じて相手方から

口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、コンセプト並びにデータ等の

技術上、営業上及び業務上の一切の情報（有形無形を問わない。）を本協定の目的以外

に使用し、又は第三者に開示、漏洩してはならない。 



（著作権の帰属） 

第５条 本協定の履行の過程で創作される著作物に関する著作権の帰属等については、甲

乙が協議の上、決定するものとする。 

 

（協定の変更）  

第６条 甲乙いずれかが本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議するもの

とする。 

 
（協定期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から５年間とする。ただし、有効期間満

了の日の６０日前までに、甲乙のいずれかから書面による解除の意思表示がないとき

は、更に１年間更新するものとし、その後も同様とする。 
 

（解除） 

第８条 甲乙いずれかが本協定を解除しようとするときは、解除予定日の 1 か月前まで

に書面を相手方に通知し、甲乙が合意の上で、本協定を解除できるものとする。 

 

（法令の遵守）  

第９条 甲乙は、本協定に基づく連携事項を遂行するに当たっては、関連する法令を遵守

するものとする。 

 

（協定外又は疑義等への対応）  

第１０条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義が生じたときは、甲乙が誠

意をもって協議の上、決定するものとする。 

 

 

本協定の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自その１通を保

有する。 

 

２０２３年（令和５年） １１月 １５日 

 

甲 東京都世田谷区世田谷 4丁目 21番 27号 

世田谷区 

世田谷区長    保坂 展人 

 

乙 東京都港区西新橋 3丁目 22番 8号 

東日本電信電話株式会社 東京事業部 

東京南支店長   米沢 忠大 


